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新型コロナウイルス感染症対策徹底のお願い	
	

春風の候、保護者の皆様には、日頃より新型コロナウイルス感染症対策を徹底した幼稚

園の運営に関しましてご理解とご協力をいただき、心より感謝申し上げます。	

さて、国は３月２２日、一都三県を対象に、緊急事態宣言を解除することを決定いたし

ました。本区はこれまで国や都の感染症対策に応じて新規感染者数を抑え、感染の再拡大

を防ぐために「新しい学校の生活様式」を定着させるとともに、不要不急の外出自粛の徹

底、校外学習の実施形態の工夫など、徹底した対策を講じてまいりましたが、東京都にお

いては新規感染者数が依然高い水準にあり、継続した対策が求められております。	

つきましては、以下のとおり、緊急事態宣言解除後もより一層の感染症対策に万全を期

した園の運営を進めてまいります。引き続き、ご理解とご協力をお願いいたします。	

	

記	

１．保育について	

	 	 感染症対策を講じても、なお飛沫感染の可能性が高い活動は行いません。	

	 	 	 	

２．行事等について	

一堂に集まって行う活動は、趣旨を鑑み、実施の可否の判断をいたします。	

１）最終的な判断は、園長と教育委員会とで協議し、決定いたします。	

２）入園式等の儀式的行事は、感染症対策を講じた上で実施いたします。	

	

３．家庭における感染症対策のお願いについて	

１）普段の感染予防策（３密の回避・正しい手洗い・マスクの着用・健康観察等）の

徹底とともに、不要不急の外出はできるだけ避けるようお願いいたします。	

２）家庭内感染を防ぐため、歓送迎会や謝恩会等の会食の自粛をお願いいたします。	

３）不要不急の都県境をまたぐ移動の自粛をお願いいたします。	

	 	 	

４．その他	

１）新型コロナウイルス感染症への不安から登園を見合わせる場合は、これまでと同

様に出席停止とし、欠席扱いとはいたしません。	

２）園児もしくは、同居のご家族に発熱や風邪症状がある場合は登園を控えるようお

願いいたします。	

３）ご不明な点につきましては、園長までご連絡ください。	

問い合わせ先	豊島区立池袋幼稚園	 園長	 小林	幾子	

	 	 	 	 	 電話 03(3986)8233	

以上	


